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新しい学習用タブレットの安全かつ効果的な使用について（お願い） 

 
 春光の候、保護者の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上
げます。日頃は、本校の教育活動にご理解、ご協力をいただき感謝申し上げます。 
 さて、本日すべての学年で新しい学習用タブレットを配布しました。豊田市は、「運
用ガイドブック＜保護者用＞」を発行し、適切な使用を呼びかけています。竜神中学
校でも、このガイドブックに準じて指導をしていきます。ご家庭でも、お子さんとと
もにガイドブックの内容を確認し、効果的な使用ができるようにご配意ください。 
 また、学習用タブレットの貸与にあたり、別紙「学習用タブレット等貸与申請書兼
誓約書」の内容をご確認の上、ご署名、および用紙の提出をお願いします。 
 
１ 配付文書 
 ・学習用タブレットの安全かつ効果的な使用について（お願い） 
 ・「学習用タブレット等貸与申請書兼誓約書」 ※ 黄色の用紙 
 ・「運用ガイドブック＜保護者用＞」 ※ HP にも掲載 
 ・タブレットメッセージ ※ １年生のみ紙配付 
 
２ 提出文書 
 ・学習用タブレット等貸与申請書兼誓約書 
 
３ 提出方法 
 ・「貸与に係る留意事項」を確認し、□レ を打って担任まで提出してください。 
 
４ 提出期限 令和８年４月１５日（水） 
  
＜参考＞ 市内中学校で起きた事例 

① 情報漏洩にあたる事例（学校の許可なく撮影・移動・公開） 
 ・学習用タブレットを使って、教室で撮った友達との写真を OneDrive 経由 

で自分のスマホに移し、それを Instagram にアップした。 
 
② 制限の設定を変更した事例（フィルタリングの無効化・学習以外の利用） 

・YouTube を視聴したいという理由で設定を変更し、放課中に見ていた。 
  ※100％防げるフィルタリングは、技術的に不可能です。最後は自制心。 
 
③ 保護者負担の修理になった事例 
 ・イライラすることがあり、衝動で近くに合った学習用タブレットを壁に投 

げつけ、破損させた。 
 ・床に置いていた学習用タブレットを不注意で踏みつけてしまった。その生 

徒は、以前にも似たようなことで学習用タブレットを破損していた。 

 
 ○ この件に関するお問い合わせは、校務主任 松本（２８－６６００）までお願

いします。 
 



学習用タブレット等貸与申請書兼誓約書 
 

あて先︓竜神中学校長 
 

学習用タブレット及び付属品の貸与を受けるにあたり、以下の項目について確認しました。 

10 か所の□をお子様と確認のうえ、□レ をつけてください 

□ 下記、「貸与に係る留意事項」を確認し、借用した機器を丁寧・適正に取り扱うこと
を含め全ての事項を遵守します。 

 
  令和  年  月  日  生徒氏名                   
      年  組      
               保護者氏名                   

※ 生徒１名につき、一枚の誓約書の提出をお願いします。 
 

貸与に係る留意事項 
（学習用タブレット及び付属品） 

 
 ●生徒の学習効果を期待し、豊田市より無償貸与されています。貸与機器の利用について、本誓約書 

の提出をお願いします。 
 ●転校や卒業などにより在籍期間が終了するまでに、貸与機器を遅滞なく返却してください。 
 ●貸与機器の取扱いについては、下記の点に注意してください。 
 

記 
 
１ 設定 □学習用タブレットの設定は、学校の許可なく勝手に変えません。 

※YouTube や Instagram 等フィルターがかかっているものを不当な操作で突破しません。 
２ 使い方 □学校でカメラや録音の機能を使う場合は、事前に先生に伝えます。また、カメラで校外で 

で撮影したり、録音機能を使ったりするときは、必ず相手や場所の許可をもらいます。 
     □学習用タブレットを他人に貸したり、使わせたり、持ち運ばせたりしません。また、他人 

を傷つけたり、いやな思いをさせたりすることを、書いたり、送ったりしません。 
     □学習に関連のない使い方はしません。 

（例）・趣味で Web サイトにアクセスしたり、ゲームをしたりすること。 
        ・学習用タブレットで撮影した画像を、自分のスマホ等を経由してSNS にアップする。 

３ 破損 □歩きながら使ったり、床や地面に置いたりするなど、破損につながる行為はしません。 
また、圧迫による破損を防ぐため、荷物カバンへのしまい方に気をつけます。 

     □使う場合は、机上を整頓するようにします。（学習用タブレットの上に物をのせません） 
    □「運用ガイドブック」に則った適切な使用の範囲を超えた扱いによって、破損・故障し 

た場合は修理費用が保護者負担となる場合があることを理解しています。 
４ その他 □あやしいサイトに入ってしまうなど危険を感じたときや、破損、故障、紛失したときは、 

すぐに学校に知らせます。 
     □「運用ガイドブック」にあるルールが守られない場合は、学習用タブレットを使うこと 

ができなくなることを理解しています。 

※上記１〜４は、令和７年度生徒会 D・C 委員会の生徒たちが「運用ガイドブック」の中から 
特に守りたい最重要項目として選んでくれたものです。 










